
法
王
と
法
王
宮
職

滝
　
川
　
政
　
次
　
郎

　
　
　
　
　
緒
　
　
　
　
露

　
天
平
神
護
二
年
十
月
、
無
道
鏡
が
法
王
の
位
を
授
げ
ら
れ
、
載
せ
る
に
鶯
輿

を
以
て
ぜ
ら
れ
、
荻
服
飲
食
供
御
に
准
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
厳
然
た
る
事
実
で

あ
る
。
法
王
の
国
法
上
の
地
位
如
何
、
法
王
道
鏡
の
政
治
的
活
動
如
何
は
、
日

ホ
法
欄
史
・
日
本
政
治
史
上
の
重
大
問
題
で
あ
る
。
潤
体
明
徴
を
趣
旨
と
す
る

「
国
史
」
憶
、
こ
の
問
題
の
研
究
を
阻
ん
だ
。
天
趣
欄
を
明
か
に
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
臭
い
物
の
蓋
を
開
け
て
、
中
を
覗
い
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

蓋
を
開
け
て
み
て
も
、
法
王
の
本
体
は
な
お
多
く
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
褻
ま
れ
て
い

る
。
法
王
を
褻
む
外
皮
の
一
つ
で
あ
る
法
王
宮
職
な
る
官
司
を
吟
嘉
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
法
王
そ
の
も
の
の
圃
法
上
の
端
位
権
限
を
模
索
し
で
♂
み
よ
う
と
試

み
た
の
が
、
こ
の
論
文
で
あ
る
。
神
護
景
雲
元
年
三
月
、
法
王
供
奉
の
官
と
し

て
置
か
れ
た
法
王
宮
職
の
適
意
、
そ
の
職
員
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
々
の
顔
触
れ
等

に
よ
っ
て
、
法
王
そ
の
も
の
幡
位
、
権
限
、
活
動
等
が
、
或
る
程
度
把
握
せ
ら

れ
る
や
5
な
気
が
す
る
。

　
　
　
　
　
法
王
と
法
王
宮
職
（
滝
川
）

　
　
　
　
　
一
、
法
王
宮
職
の
設
齪
と
そ
の
停
廃

　
法
王
宮
職
は
、
僧
道
鏡
が
法
王
と
な
っ
た
天
平
神
護
二
年
の
翌
神
護
景
雲
元

潔ヤ

i
西
暦
♪
u
山
ハ
山
ハ
）
哲
望
月
に
勤
旗
本
せ
ら
れ
た
。
続
編
巻
二
十
入
一
同
年
一
瓢
月
一
巳
巳

（
廿
臼
）
条
に
は

　
　
三
葉
鳳
法
王
宮
選
一
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
職
司
任
命
の
記
事
が
あ
る
。
法
王
富
職
は
、
神
護
景
璽

三
年
七
月
、
職
印
を
胴
い
る
こ
と
を
聴
さ
れ
た
。
続
紀
巻
滑
同
年
七
月
乙
亥

（
十
日
）
の
条
に
砿

　
　
冷
用
二
法
王
寓
職
印
一
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
職
印
の
使
…
用
は
、
法
王
富
職
が
垂
心
の
官
司
と
し
て
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
っ
た
こ
と
を
意
業
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
法
王
宮
職
の
停
廃
に
つ
い
て
は
、
続
…
紀
に
記
事
ほ
な
い
。
し
か
し
、
宝
亀
元

年
（
酋
．
暦
七
七
〇
）
八
月
、
道
鏡
が
坂
上
苅
田
麻
呂
の
告
言
せ
ら
れ
て
、
造
下

野
驕
薬
師
寺
別
当
と
し
て
墨
遺
せ
し
め
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
停
廃
せ
ら
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三

（281）



　
　
　
　
　
　
法
王
と
法
王
宮
職
（
清
…
川
）

の
と
観
測
す
る
こ
と
に
異
議
は
な
か
ろ
5
。

　
天
平
宝
字
八
年
目
西
暦
七
六
四
）
九
月
、
道
鏡
は
大
駆
禅
師
に
任
ぜ
ら
れ
、

職
分
封
戸
大
臣
に
准
ぜ
ら
れ
た
。
続
紀
聖
職
五
同
年
九
月
甲
寅
（
学
田
）
条
に

は
、

　
　
又
勅
。
以
・
一
道
鏡
禅
師
｝
面
識
大
忌
禅
師
一
。
所
司
宜
レ
知
漏
此
状
一
。
職
分
封

　
　
戸
准
粛
大
臣
一
施
行
。

な
る
説
纂
が
あ
る
。
天
平
神
護
元
年
閣
十
月
、
道
鏡
太
政
大
臣
禅
師
に
任
ぜ
ら

れ
る
に
及
ん
で
は
、
そ
の
職
分
封
戸
を
太
政
大
臣
に
准
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
考
え

て
よ
い
。
家
令
職
員
令
に
は
、
一
二
位
以
上
の
職
事
官
に
は
、
家
司
が
鷺
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
富
位
令
に
よ
れ
ば
、
太
政
大
臣
は
正
従
一
位
の
嘗
で
あ
る

か
ら
、
太
政
大
駆
禅
師
道
鏡
に
は
、
家
事
を
知
る
こ
と
を
諮
る
家
令
一
入
、
扶

一
人
、
面
従
一
人
、
小
小
一
人
、
大
雪
蔓
一
人
、
小
書
吏
一
入
よ
り
成
る
家
司

が
附
隅
し
て
い
た
に
絹
違
な
い
。
家
司
に
は
一
楚
数
の
帳
内
・
満
人
が
あ
っ
て
、

そ
の
本
主
た
る
親
王
・
内
親
王
・
公
卿
に
憲
仕
す
る
。
故
に
法
王
に
供
奉
す
る

法
王
宮
職
は
、
沿
革
酌
に
は
太
政
大
距
禅
師
の
家
司
の
後
身
で
あ
っ
た
と
考
え
・

　
　
　
　
　
②

て
よ
い
と
思
う
。

　
①
続
紀
星
縫
…
天
平
宝
字
二
年
八
月
甲
子
条
に
は
、
「
別
聴
置
鋳
銭
挙
稲
及

　
絹
聡
穎
旧
家
印
｝
」
と
あ
る
。
雛
臣
藤
原
仲
麻
呂
（
恵
美
押
勝
）
の
家
牒
に
は
、

　
憲
心
美
家
の
印
を
用
い
る
こ
と
が
聴
さ
れ
た
。
道
鏡
の
家
罵
の
後
身
で
あ
る
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
履

王
富
職
に
法
王
宴
職
の
印
を
用
い
る
こ
と
が
聴
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
と
対

比
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
続
紀
巻
欝
董
癒
二
年
正
月
垂
戊
条
に
は
、

「
唐
昌
天
塚
、
神
護
元
年
一
以
来
。
僧
尼
震
縁
。
　
一
切
塑
道
銀
鉱
昂
レ
之
」
と

あ
る
か
ら
、
道
鏡
は
太
政
大
匝
禅
師
と
な
る
に
及
ん
で
、
家
牒
に
印
を
用
い

る
こ
と
を
賄
…
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
法
王
脊
尉
購
…
印
は
、
浴
革
的
に
は
道
鏡
印

の
改
鋳
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

②
　
天
平
勝
宝
元
年
八
月
、
光
明
皇
太
后
は
、
無
難
を
妙
選
し
て
紫
霧
中
藁

な
る
官
【
司
を
出
直
毫
、
大
政
を
鶴
｝
ら
執
ら
れ
た
。
紫
藤
島
礁
は
一
面
｛
呈
太
屠
…
の

二
藍
で
あ
り
、
　
一
面
皇
太
后
に
供
奉
す
る
畠
太
后
宮
職
で
あ
る
。
法
王
宮
職

は
㎝
爾
法
王
の
政
庁
で
あ
り
、
　
一
面
法
王
に
供
宿
す
る
家
司
で
あ
る
点
に
お

い
て
、
紫
微
中
灘
と
類
似
し
て
い
る
。
紫
微
中
巌
が
光
賜
皇
后
の
た
め
に
概

か
れ
た
皇
后
宮
職
の
延
長
で
あ
る
と
同
じ
意
味
に
お
い
一
・
、
法
王
宮
職
は
太

政
大
臣
禅
師
家
司
の
後
身
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
、
法
王
宮
職
の
職
劇

続
紀
巻
廿
八
紳
謹
景
雲
元
年
三
月
己
巳
条
に
は

　
姶
覆
昌
法
王
露
職
一
。
以
一
一
造
富
強
但
馬
愛
煙
三
位
高
麗
朝
臣
福
信
一
為
昌
兼

　
大
夫
｝
。
大
外
記
遠
江
守
従
四
位
下
高
丘
連
比
良
麻
呂
為
轟
兼
亮
「
。
勅
旨

　
大
三
従
五
位
野
葛
井
連
道
依
為
昌
事
大
進
一
。
小
進
一
入
。
大
老
一
入
。
少
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属
二
人
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
王
宮
職
は
、
大
夫
、
亮
、
進
、
属
を
以
て
四
等

窟
に
配
し
、
大
夫
、
亮
、
大
進
、
少
進
、
大
貫
各
一
入
、
少
属
コ
入
を
も
つ
て

鷺
員
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
百
富
の
う
ち
職
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
中
宮
職
、
大
膳
職
、
窪
右
京

職
．
摂
灘
職
で
あ
っ
て
、
そ
の
長
官
大
夫
は
、
従
四
位
下
乃
豪
語
五
位
上
の
官

位
に
相
当
し
て
い
る
。
大
夫
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
春
置
鼓
の
長
官
も
、
亦
従
四

　
　
　
　
　
　
③

位
下
の
官
で
あ
る
。
従
三
位
龍
宮
卿
高
麗
福
福
が
兼
法
王
宮
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
を
叢
る
と
、
法
王
宮
大
夫
の
網
当
官
位
は
、
従
四
位
下
達
は
そ

れ
以
上
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
法
王
宮
職
は
、
申
宮
職
、
春
宮

坊
と
同
格
叉
は
そ
れ
以
上
の
官
司
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
員

令
に
よ
れ
ば
、
中
宮
職
及
び
藤
富
坊
の
職
員
は
、
大
夫
一
人
目
亮
一
入
、
大

進
一
人
目
少
進
二
軸
、
大
属
一
人
、
卑
属
二
人
で
、
そ
の
規
模
法
王
宮
職
と

略
等
し
い
。
前
述
の
如
く
、
法
王
宮
職
は
法
王
供
奉
の
官
で
あ
り
、
警
語
職
、

蘇
宮
坊
は
ま
た
三
后
東
寓
供
奉
の
官
で
あ
る
。
故
に
法
王
黛
大
夫
の
職
掌
は
、

職
員
令
に
「
串
宮
職
。
大
夫
一
人
。
掌
レ
吐
昌
納
啓
令
一
。
」
と
あ
り
、
東
富
職
員

令
に
「
春
鼠
坊
。
大
夫
一
人
。
掌
下
吐
一
［
納
啓
令
一
、
営
人
名
帳
、
考
叙
、
宿
直

纂
鵡
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
法
王
の
啓
令
を
吐
納
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
5
。
法
王
宮
職
の
文
書
は
、
今
日
伝
ら
な
い
が
、
そ
の
形
式
は
、
正
倉

　
　
　
　
　
蟄
王
と
法
王
富
職
（
滝
川
）

院
文
書
の
皇
后
宮
職
移
や
大
納
言
藤
原
象
牒
に
よ
っ
て
推
知
す
る
こ
と
が
で
き

②る
。
そ
れ
ら
の
現
存
文
書
に
は
、
い
ず
れ
承
欝
気
、
家
潤
の
署
名
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
文
書
の
勘
愚
者
が
職
司
、
家
司
で
あ
っ
た
こ
と
が
蟻
ら
れ
る
が
、
法

王
窩
職
の
文
書
を
勘
造
し
て
法
王
の
宜
を
中
外
に
発
表
し
、
法
王
富
職
宛
に
送

ら
れ
て
き
た
公
私
の
文
書
を
法
王
に
披
露
し
て
そ
の
決
裁
を
仰
ぐ
こ
と
が
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

法
王
宮
職
の
最
も
主
な
る
職
・
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
法
王
宮
職
が
法
王
供
奉
の
官
で
あ
る
以
上
、
法
王
無
職
に
は
、
油
王
宮
に
宿

衛
し
、
法
王
の
笠
寺
に
前
後
を
分
渡
す
る
舎
人
が
附
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
注
王
宮
職
の
前
身
で
あ
る
太
政
大
随
喜
師
家
に
は
、
羅
防
令
の
規
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
三
百
人
の
歳
入
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
職
員
令
及
び
東
宮

職
員
令
に
よ
れ
ば
、
中
宮
職
に
は
舎
人
四
衝
入
、
意
思
帰
入
、
直
島
三
人
が
あ

り
、
野
宮
坊
に
は
禽
人
六
百
人
、
面
部
辮
人
、
直
丁
三
入
が
あ
る
。
法
王
宮
職

に
も
、
そ
れ
と
賂
同
数
の
舎
人
、
使
部
、
直
丁
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
続
紀

巻
†
七
天
平
勝
宝
元
年
八
月
辛
未
条
、
同
年
九
月
戊
戌
条
に
見
え
る
紫
微
申
墾

の
官
制
に
は
、
舎
人
、
直
了
の
こ
と
は
全
く
見
え
な
い
が
、
『
大
日
本
古
交
書
』

所
収
の
正
倉
院
文
書
に
は
、
紫
微
中
型
舎
入
及
び
神
宮
官
仕
丁
の
名
が
多
く
見

　
　
　
⑤

え
て
い
る
。
一
画
皇
太
后
宮
職
で
あ
る
紫
微
ギ
中
璽
に
舎
入
、
仕
丁
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら
類
推
し
て
、
法
王
窩
職
に
舎
人
、
直
丁
の
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

・
東
宮
漁
人
の
名
帳
、
考
叙
、
宿
直
の
事
を
知
る
こ
と
が
、
蓉
窩
大
夫
の
職
掌
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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法
王
と
法
王
宮
職
（
滝
規
）

あ
っ
た
よ
ら
に
、
法
王
寓
舎
人
の
名
帳
、
竹
下
、
宿
直
の
事
を
知
る
こ
と
ほ
、

ま
た
法
王
宮
大
夫
の
職
掌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
　
金
義
解
巻
一
官
位
令
に
よ
れ
ば
、
中
宮
大
夫
及
び
藤
宮
大
夫
の
名
は
、

　
従
瞬
位
下
階
に
見
え
、
左
右
京
大
夫
、
大
膳
大
夫
、
摂
津
大
夫
の
名
は
、
正

　
五
位
上
階
に
見
え
る
。

　
②
　
畠
后
宮
職
移
　
右
衛
士
府

莫
所
記
欝
傘
爪
（
中
略
）

右
三
人
、
留
官
、
限
来
年
七
月
、
興
庸
直
欲
駈
使
、
芝
露
状
移
送
、
散
移

　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
十
一
年
七
月
十
二
疑
　
従
七
位
上
行
少
属
繊
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
六
位
上
行
二
進
県
犬
養
宿
駅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鍔
本
古
丈
書
、
巻
樽
、
　
一
七
四
頁
）

大
納
嘗
藤
原
家
　
牒
東
大
寺
司
務
所

　
諸
人
猪
名
部
常
入

牒
、
奉
教
導
、
神
言
家
裏
、
質
請
本
論
、
物
詑
即
還
納
、
欲
写
続
、
請
恒

定
件
人
、
便
為
請
使
之
者
、
今
故
前
件
常
人
、
孤
塁
彼
問
、
乞
察
薪
趣
、

所
講
之
論
、
随
串
処
分
、
亦
請
論
既
是
写
詑
、
便
付
常
人
奉
還
、
至
乞
領

納
、
今
以
状
、
散
牒

　
　
　
　
　
　
天
平
勝
寛
元
年
八
月
八
日
　
従
八
位
上
行
［
蜘
団
吏
徳
廉
進
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
従
五
位
下
行
家
令
閏
辺
史
暇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
大
日
本
古
思
差
、
巻
三
、
二
七
三
頁
）

③
　
法
王
宮
職
の
女
冨
☆
は
伝
ら
な
い
が
、
そ
の
存
・
萩
の
鄭
一
ら
れ
る
蛮
書
が
一

仲鯉

`
っ
て
い
る
。
そ
れ
．
は
大
望
本
古
丈
書
巻
十
七
に
収
↑
め
ら
れ
て
い
る
次
の

正
筆
院
賢
路
で
あ
る
。

　
謹
解
串
請
轡
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
羅
）

　
真
轡
要
決
｛
部
六
巻
　

「
返
上
了
　
即
悲
三
内
裟
　
法
斑
宣
」

　
　
齎
件
書
、
七
簡
臼
之
問
、
所
請
如
前
、
僧
注
状
、
以
謹
解

　
　
　
天
平
神
護
二
年
十
月
十
八
日
　
受
興
憬

こ
れ
に
依
れ
ば
、
僧
…
翼
構
揮
は
道
鏡
に
乞
う
て
内
裏
に
あ
る
宵
バ
晶
黄
要
決
を
七
箇

日
の
間
借
魔
し
た
こ
と
が
知
∵
わ
れ
る
。
道
鏡
は
興
爆
の
依
紀
腿
に
応
じ
て
内
裏

の
所
司
に
照
ハ
傑
げ
に
雷
バ
言
要
決
を
貸
し
与
う
べ
鷺
曽
国
の
家
牒
を
発
し
た
に
細
｝
違

な
い
。
丈
鍛
貫
の
日
附
は
、
道
鏡
が
法
王
の
位
を
三
一
け
ら
れ
る
二
日
警
部
削
で
あ

る
。
敏
に
そ
の
文
書
は
、
太
政
大
臣
禅
師
家
牒
で
幽
さ
れ
旋
と
思
う
が
、
内

裏
の
所
淘
の
書
入
れ
に
は
、
　
「
法
王
宣
し
と
あ
る
か
ら
、
法
王
宮
家
牒
と
し

て
毘
さ
れ
た
も
の
か
竜
知
れ
な
い
。

④
　
養
老
の
軍
防
令
帳
内
条
に
は
、
　
「
資
人
、
　
一
位
一
蹴
人
、
二
位
八
十
人
、

三
位
六
十
入
、
（
申
略
）
典
太
政
大
臣
三
百
人
、
左
霜
大
臣
二
百
人
、
大
納
言

一
百
入
」
と
あ
る
。
道
鏡
が
一
位
の
位
分
資
入
を
賜
っ
た
か
否
か
は
疑
問
で

あ
る
が
、
太
政
大
臣
の
職
分
導
入
三
百
人
を
賜
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
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鷹
、⑤

紫
徽
申
薮
思
入
の
名
は
、
大
鷺
本
古
文
書
に
＋
撒
簡
所
見
え
て
い
る
。

大
日
本
古
丈
轡
巻
三
、
四
二
六
頁
の
経
師
上
欝
糧
に
八
入
の
紫
徴
中
盤
舎
人

の
名
が
児
え
る
如
き
は
y
そ
の
、
碧
し
い
例
で
あ
惹
。
紫
徽
中
璽
は
、
天
平
宝

字
二
年
八
月
の
官
号
改
易
に
よ
つ
て
舞
戸
官
と
改
ま
っ
た
。
坤
宮
窪
仕
丁
の

こ
と
は
、
大
欝
本
古
丈
書
巻
十
に
多
く
見
え
て
い
番
。

　
　
　
　
　
三
、
法
王
の
國
濠
上
の
地
位

　
法
王
の
供
奉
富
で
あ
る
法
王
富
職
が
、
中
宮
職
、
春
宮
坊
に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
（
そ
れ
に
よ
っ
て
供
奉
せ
ら
れ
る
法
王
は
、
欝
一
后
、
東
宮
と
同

等
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
鏡
皇
胤
説
は
、
後
に
詳

論
す
る
如
く
成
立
し
得
な
い
が
、
道
鏡
皇
族
説
は
成
り
立
つ
。
臣
姓
の
藤
原
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
女
が
、
天
皇
の
配
偶
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
族
た
り
得
る
な
ら
ば
、
臣

姓
の
弓
渕
氏
の
男
も
、
女
帝
の
醗
偶
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
族
た
り
得
る
。

法
王
道
鏡
の
地
位
は
、
そ
の
供
奉
宮
の
性
格
・
規
摸
等
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
ど

弓
し
て
も
称
徳
天
皇
の
配
偶
者
た
る
地
位
で
あ
る
。
天
皇
の
配
偶
者
に
あ
ら
ざ

る
者
に
ど
う
し
て
天
皇
に
准
ず
る
待
遇
を
事
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
よ
5
。
法
王

の
待
遇
が
天
皇
に
准
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
続
審
心
嚢
七
天
平
神
護
二
年
十
月
乙

巳
の
条
に

　
　
　
　
　
法
薫
と
法
王
重
職
（
滝
預
）

　
　
詔
。
法
王
月
料
準
一
供
御
㌔

と
あ
り
、
同
革
巻
薄
墨
宝
亀
三
年
四
月
丁
寧
条
に
見
え
る
道
鏡
伝
に
、

　
　
崇
以
一
一
法
王
一
。
載
以
漏
総
興
一
。
衣
服
飲
食
。
一
等
晶
供
御
一
。

と
あ
り
、
後
紀
巻
入
延
暦
十
八
年
二
月
甲
午
条
に
見
え
る
運
気
清
麻
呂
伝
に
、

　
　
球
宴
僧
道
鏡
得
昌
幸
於
天
皇
　
。
出
入
警
曝
。
一
一
弓
木
興
一
。
号
日
昌
法
王
一
。

と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
点
疑
い
の
絵
地
が
な
い
。
法
王
道
芝
ゆ
、
称
徳
女

帝
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
近
世
諸
国
の
ク
イ
ー
ン
に
対
す
る
プ
リ
ン
ス
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
天
皇
に
准
ず
る
待
遇
を
受
け
、
供
奉
嘗
と
し
．
て

中
宮
職
、
蘇
宮
坊
と
同
じ
組
織
と
規
模
と
を
も
っ
た
法
王
富
職
を
も
つ
た
の
で

あ
る
。

　
明
治
二
十
五
年
、
　
『
史
海
相
誌
上
に
お
い
て
は
、
鼎
軒
田
口
卯
吉
、
易
堂
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

米
郭
武
の
聞
に
、
　
「
道
鏡
の
艶
聞
し
に
関
し
て
激
し
い
論
争
が
繰
返
さ
れ
た
。

こ
の
論
争
は
、
成
斎
重
野
安
繹
が
、
中
国
及
び
日
本
の
史
書
に
お
い
て
「
寵
幸
」
、

「
婁
幸
」
、
「
寵
愛
」
等
の
語
が
男
女
の
聞
に
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
を
単

な
る
「
寵
任
」
、
、
「
寵
緬
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
5
裁
髭
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
③

一
応
落
蒼
し
た
。
そ
の
後
、
文
学
博
士
喜
田
霞
吉
は
、
　
『
更
林
』
に
「
道
鏡
盛

胤
論
」
を
公
表
し
、
称
徳
女
帝
と
道
鏡
と
の
問
に
は
、
巷
間
櫓
せ
れ
ら
る
如
き

醜
関
係
な
く
、
道
鏡
が
法
王
と
な
っ
た
の
は
、
彼
が
皇
胤
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
①

る
と
強
弁
し
た
。
学
者
は
い
ず
れ
愚
覧
偶
繊
氏
の
道
鏡
皇
胤
説
に
左
糧
し
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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法
王
と
法
王
営
職
（
滝
川
）

た
が
、
不
敬
罪
を
恐
れ
て
反
対
論
を
囑
え
る
者
な
く
、
以
て
今
日
に
及
ん
だ
。

称
徳
天
皇
の
時
代
を
距
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
時
代
に
薫
製
せ
ら
れ
た
説
話
集
蹟

塞
霊
異
記
に
は
、

　
　
帝
姫
阿
倍
天
皇
御
代
之
天
平
神
護
元
年
歳
次
　
軽
車
一
年
。
始
弓
閉
氏
僧
道

　
　
鏡
法
師
。
与
昌
皇
后
二
同
レ
柚
交
通
。

　
　
　
　
⑤

と
あ
る
か
ら
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
と
の
聞
に
性
的
閾
係
の
あ
っ
た
こ
と
は
略
確

実
で
あ
る
が
、
当
時
の
論
争
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
史
料
に
し
て
も
、
当

代
の
罠
衆
が
そ
5
信
じ
て
い
た
と
い
ら
こ
と
を
証
す
る
だ
け
で
、
実
際
の
と
こ

ろ
濠
わ
か
ら
な
い
。
凡
そ
男
女
の
性
的
関
係
の
有
無
は
、
現
在
生
き
て
い
る
人

々
の
聞
に
お
い
て
さ
え
勢
至
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
千
数
百
年
前
、
し
か
も
九

露
の
雲
潔
く
垂
れ
龍
め
た
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
男
女
笹
葺
に
つ
い
て
確
証
を

挙
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
叉
そ
5
す

る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
法
制
奥
家
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ

れ
は
喉
法
王
道
鏡
の
地
位
が
、
女
帯
の
プ
リ
ン
ス
の
地
位
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
蒙
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。

　
続
紀
巻
廿
九
神
護
畏
雲
三
年
（
西
謄
七
六
九
）
正
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
元

旦
は
雨
天
の
た
め
廃
朝
し
、
ニ
ヨ
辛
未
、
称
徳
天
皇
大
極
殿
に
御
し
て
文
武
百

富
及
び
陸
奥
の
螺
夷
の
拝
賀
を
受
け
ら
れ
た
。
尋
い
で
三
田
壬
申
、
法
王
道
鏡

西
富
の
前
殿
に
居
て
大
臣
以
下
の
賀
拝
を
受
け
、
道
鏡
自
ら
寿
詞
を
著
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
八

更
に
七
犠
二
子
に
は
、
称
徳
天
皇
法
王
嘗
に
御
し
て
五
位
以
上
に
宴
を
賜
5
た

が
、
道
鏡
は
こ
の
臼
五
位
以
上
に
摺
衣
入
ご
と
に
一
領
、
蝦
夷
に
は
緋
の
砲
人

ご
と
に
一
領
を
与
え
、
称
徳
天
皇
は
宏
右
大
臣
に
綿
餐
一
千
屯
、
大
控
書
以
下

に
も
撮
物
を
賜
5
た
。
法
王
富
に
御
せ
ら
れ
た
称
徳
天
皇
が
、
法
王
道
鏡
と
並

座
し
て
五
位
以
上
に
対
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
事
実
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

法
王
が
天
皇
の
プ
ジ
y
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　
①
後
宮
職
負
命
に
は
、
「
妃
二
貴
。
右
四
品
以
上
」
と
あ
る
か
ら
、
内
親

　
王
に
あ
ら
ざ
れ
ば
皇
后
、
零
点
と
な
す
を
得
ず
と
い
う
の
が
、
上
代
以
来
の

　
血
族
鏡
｝
窒
の
風
習
を
維
”
持
し
た
令
の
繕
…
神
で
あ
っ
た
。
然
る
に
聖
武
天
集
は
、

　
藤
原
夫
人
光
明
子
を
皇
后
に
欝
立
せ
ら
れ
た
。
　
「
王
を
奴
と
為
す
亀
、
奴
を

　
王
と
為
す
も
、
股
の
意
の
儘
で
あ
る
」
と
思
召
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
孝
謙

　
上
皇
も
、
淳
仁
天
皇
を
廃
す
る
語
訓
甥
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉
を
述
べ
て
お
ら

　
れ
る
。
臣
姓
で
あ
る
道
鏡
を
皇
族
に
列
す
る
こ
と
も
、
膜
の
意
の
儘
で
あ
る

　
と
い
う
称
徳
天
皇
の
お
考
え
が
、
道
饒
を
法
王
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
②
　
明
治
二
十
五
年
二
月
、
田
筒
卯
吉
が
『
史
海
』
第
九
巻
に
「
孝
謙
天
墨
」

　
を
掲
載
し
て
、
天
皇
と
道
鏡
と
の
関
係
を
論
ず
る
や
、
．
久
米
邦
武
は
問
誌
第

　
十
二
巻
に
「
僧
㎜
道
鏡
」
を
掲
載
し
て
こ
れ
に
挑
戦
し
、
二
人
の
晶
海
将
を
廻
つ

　
て
落
後
生
吉
田
東
伍
、
鳳
籍
測
角
、
輿
平
出
［
鰹
二
郎
の
諸
氏
こ
れ
に
参
会
し
、
当

　
縛
の
新
聞
雑
誌
を
賑
わ
し
先
。
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③
　
　
『
史
海
』
第
十
四
巻
（
明
治
二
十
五
年
七
月
刊
）
に
重
野
安
繹
が
『
久

米
易
鍵
君
の
傷
口
氏
に
答
ふ
る
文
を
読
み
で
」
を
掲
載
し
た
以
後
、
、
こ
の
問

題
に
闘
す
る
も
の
は
殆
ど
跡
を
絶
つ
た
。

（W

@　
芬
･
ず
構
一
士
婁
田
h
貝
一
口
　
「
道
饒
塾
胤
紘
禰
」
　
史
棘
π
、
　
櫨
謝
山
ハ
巻
第
四
隅
写
。

⑤
　
臼
歯
霊
異
詑
、
下
巻
、
箪
営
々
。
r

⑤
　
肇
武
天
皇
は
、
三
年
の
宴
会
を
読
癖
に
お
い
て
行
わ
せ
ら
れ
る
の
を
例
、

と
せ
ら
れ
た
。
続
紀
、
天
平
三
年
正
煮
乾
戌
遡
、
同
五
年
正
月
庚
子
朔
、
岡

山ハ

N
正
月
寒
一
辣
朔
、
　
岡
七
年
正
月
戊
エ
」
朔
、
　
同
十
年
州
止
月
図
幅
†
朔
の
昏
条
下

に
は
「
策
皇
御
一
中
宮
一
、
宴
昌
侍
臣
一
、
　
叉
獲
昌
五
位
瀬
上
於
朝
堂
一
。
し
な
る

寵
事
が
あ
る
。
称
｛
偲
天
牛
出
は
御
父
㎜
鋸
武
天
皇
の
先
躍
に
倣
い
、
…
配
偶
距
右
た
る

法
王
の
二
階
齢
に
お
い
て
葡
年
宴
会
を
行
囚
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
囚
、
法
王
の
地
位
と
神
託
一
件

　
購
治
二
十
五
年
コ
月
、
田
口
卯
吉
が
『
史
海
』
誌
上
に
お
い
て
宇
佐
八
幡
の

神
託
一
件
が
藤
原
永
手
・
籏
並
等
の
陰
謀
に
…
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

よ
り
以
来
、
学
者
概
ね
そ
の
説
に
賛
し
、
家
永
三
郎
氏
の
如
き
も
、
道
鐘
の
追

放
を
も
つ
て
長
屋
王
事
件
、
橘
風
勢
事
件
、
警
原
道
真
纂
件
と
一
聯
を
な
す
藤
原

昏
他
舞
逐
の
陰
謀
で
あ
る
と
断
じ
て
お
ら
輪
・
私
臭
楚
お
い
て
そ

の
説
に
賛
成
す
る
者
で
あ
る
が
、
習
宜
為
書
麻
呂
が
百
川
一
派
の
手
に
躍
ら
さ

　
　
　
　
　
法
王
と
法
王
宮
職
（
滝
鋤
）

れ
た
と
す
る
見
解
に
は
反
対
で
あ
る
。

　
法
王
道
鏡
の
地
位
が
、
女
帯
の
ブ
リ
ソ
ス
た
る
地
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
艶
無
記
．

す
る
な
ら
ば
、
皇
嗣
問
題
で
行
詰
っ
て
い
た
当
代
の
人
々
が
、
現
在
法
王
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

位
に
あ
る
道
鏡
を
皇
嗣
の
候
補
者
と
し
て
一
品
考
え
て
み
る
の
は
轟
然
で
あ
る
。

ど
こ
の
国
の
法
律
も
、
卑
族
に
相
続
人
の
な
い
場
合
に
配
偶
者
を
桐
続
人
と
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
皇
嗣
の
聞
題
で
仲
麻
呂
の
乱
、
奈
良
麻
畠
の
乱
、

駒
気
王
の
事
件
と
絶
え
ざ
る
騒
乱
に
お
び
え
て
い
た
等
等
は
、
誰
で
も
よ
い
か

ら
皇
嗣
者
が
定
っ
て
、
世
の
中
が
安
定
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
翼
つ
た
に
相
違

な
い
。
称
徳
天
皇
が
蹟
嗣
の
皇
子
の
位
は
、
入
の
定
め
る
も
の
に
あ
ら
ず
し

て
・
天
の
定
め
・
も
の
で
あ
・
・
仰
せ
・
れ
・
・
い
つ
ま
で
童
李
を
辛
瑚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

よ
5
と
せ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
天
皇
の
お
思
召
が
道
鏡
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
い
を
臣
民
の
間
に
起
さ
し
め
た
と
思
5
。
こ
の
空
気
を
丞
祝
的
直
感

を
亀
っ
て
察
し
た
の
が
、
大
宰
主
神
中
臣
習
宜
阿
曾
麻
呂
で
あ
る
。
し
か
し
、

阿
武
麻
呂
も
血
族
を
重
ん
ず
る
我
が
国
俗
に
お
い
て
、
異
娃
を
し
て
王
た
ら
し

み
る
こ
と
の
困
難
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
建
国
以
来
の
我
が
国
の
視
法
を
改
易

す
る
途
は
、
神
託
以
外
に
な
い
。
聖
曇
天
豊
は
曾
っ
て
宇
佐
八
幡
の
神
託
に
よ

っ
て
大
仏
を
帯
都
に
建
立
し
、
紳
國
日
本
を
変
じ
て
仏
国
土
と
な
さ
し
め
給
ぢ

た
。
宇
佐
八
幡
の
神
威
を
潜
れ
ば
、
異
賎
で
は
あ
る
が
現
に
垂
親
で
あ
る
道
鏡

を
天
皇
と
載
ぺ
こ
と
を
人
民
が
承
諾
す
る
か
霞
網
れ
な
い
。
近
く
異
朝
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
法
王
と
法
王
富
職
（
滝
川
）

武
姓
を
も
つ
て
李
姓
に
易
え
た
た
め
し
も
あ
る
。
彼
は
斯
く
考
え
て
「
令
醤
蝦

鏡
即
昌
皇
位
一
。
天
下
太
平
」
の
紳
託
を
奏
上
し
た
も
の
と
思
う
。
勿
論
彼
の

心
中
に
は
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
栄
達
せ
ん
と
す
る
野
心
は
あ
っ
た
と
思
5
が
、

彼
は
道
鏡
に
媚
濾
し
て
こ
の
侮
言
を
な
し
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
百
川
等

の
意
を
受
け
て
道
鏡
を
謀
ら
ん
が
た
め
に
こ
の
奏
書
を
な
し
た
も
の
で
亀
な
い

と
思
5
。

　
習
墨
壷
曾
麻
呂
が
、
百
川
等
の
陰
謀
に
与
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
論
拠
は
、

道
鏡
の
配
流
と
問
時
に
披
が
多
徽
島
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
宝
亀
三
年
六
月
、
道
鏡

の
死
後
一
一
箇
月
に
し
て
大
隅
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
、
処
罰
に
あ
ら
ず
し
て

寧
ろ
栄
転
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
阿
曾
麻
呂
の
多
纐
島
守
は

明
か
に
既
講
で
あ
る
。
多
徽
島
守
は
下
国
の
守
で
あ
る
か
ら
、
従
六
位
下
の
官

で
あ
っ
て
、
正
七
直
下
の
窟
で
あ
る
大
宰
主
神
寒
り
高
い
官
で
あ
る
が
、
当
時

多
三
島
に
差
遣
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
流
調
を
意
昧
し
た
。
続
紀
巻
廿
六
天
平
神

護
元
年
正
月
戊
戌
の
条
に
は

　
　
大
宰
大
弐
従
四
位
上
佐
伯
宿
弥
毛
人
坐
｛
逆
党
一
。
左
昌
遷
多
能
畠
守
一
。

と
い
弓
記
察
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
処
罰
は
明
か
に
軽
い
。
軽
い
の
は
彼
が

道
鏡
に
媚
面
し
て
こ
の
罵
言
を
な
し
た
か
ら
で
な
い
証
拠
で
あ
る
。
彼
が
道
鏡

の
野
望
の
手
先
と
な
っ
て
こ
の
奏
瞥
萄
を
し
た
屯
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
こ

そ
逆
謀
の
着
犯
で
あ
る
。
死
一
、
等
を
減
ぜ
ら
伽
た
と
し
て
も
、
翠
黛
の
上
飼
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

は
免
れ
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
彼
は
神
窟
と
し
て
当
然
の
こ
と
を
し
て
、
そ

れ
が
当
局
の
悪
避
に
触
れ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
故
に
朝
廷
の
彼
に
対
す
る

処
罰
は
軽
く
、
や
が
て
道
鏡
の
死
表
と
同
時
に
麿
さ
れ
て
九
州
に
還
っ
た
の
で

あ
る
。
彼
の
罪
が
宥
さ
れ
た
以
上
は
、
五
位
の
位
階
を
有
す
る
彼
が
、
蕉
六
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

下
の
宮
で
あ
る
大
隅
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
任
官
は
決

し
て
栄
任
で
は
な
い
。
宝
亀
元
年
に
功
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
多
徽
臨
守
に
左
遷
せ

ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
藤
原
民
に
よ
っ
て
実
権
が
握
ら
れ
て
み
る
宝
亀
三
年

の
朝
廷
は
、
彼
を
も
つ
と
栄
瞥
あ
る
地
位
に
転
任
せ
し
め
て
み
る
筈
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
藤
原
氏
が
称
徳
天
皇
の
崩
後
に
際
し
て
、
非
常
手
段
を
も

つ
て
天
智
天
皇
の
御
悩
白
壁
王
を
擁
立
し
、
反
逆
の
汚
名
を
道
鏡
に
藩
せ
て
、

こ
れ
を
王
族
に
放
逐
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
熊
曾
麻
呂
や
清
麻
呂
蜜
で

が
藤
原
氏
の
手
先
と
な
っ
て
踊
っ
た
と
す
る
田
口
氏
の
説
は
儒
ず
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

　
①
　
家
永
三
郎
氏
編
『
物
語
日
茶
史
』
第
三
道
鏡
の
追
放
。

　
②
　
奈
良
朝
は
壬
串
の
楓
の
酷
烈
に
よ
っ
て
保
た
れ
た
朝
延
で
あ
る
か
ら
、
・

　
皇
位
継
承
者
は
天
武
天
畠
の
御
子
孫
に
限
ら
れ
、
天
智
系
の
皇
孫
は
皇
位
継

　
承
権
な
き
も
の
と
考
、
凡
ら
れ
て
い
た
。
我
が
国
に
は
プ
リ
ン
ス
の
制
が
な
い

　
か
・
b
、
女
帝
が
立
て
ば
皇
嗣
の
聞
げ
題
は
起
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
如
冠
武
天
塁
は
、

　
そ
れ
を
考
え
て
孝
謙
天
皇
に
位
を
舗
蔽
ら
れ
る
に
嶺
っ
て
、
新
判
田
部
燕
｝
王
の
御
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子
道
祖
王
を
察
太
子
と
定
め
て
置
か
れ
た
が
、
光
明
皇
太
后
は
軽
羅
治
ま
ら

ざ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
廃
さ
れ
た
。
こ
れ
が
後
に
奈
良
・
麻
蔑
・
仲

麻
暑
の
乱
、
淡
路
廃
帝
の
悲
劇
、
道
鏡
事
件
等
を
生
ん
で
天
武
の
統
終
に
絶

え
る
κ
棄
つ
た
原
臨
で
あ
っ
て
、
光
明
畠
太
后
の
廃
太
子
は
、
事
大
な
る
灘

果
を
論
米
し
た
。
三
品
の
高
宗
が
、
聯
旧
年
健
｝
康
を
失
っ
て
大
政
を
武
断
に
委
ね
た

こ
と
が
旛
の
耳
当
を
殆
ど
亡
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
夢
心
天
皇
が
晩
年
聖

体
不
澱
に
し
て
光
明
皇
后
の
し
り
へ
の
ま
つ
り
ご
と
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

天
武
系
の
皇
孫
を
次
々
に
非
業
に
驚
れ
し
め
た
。
道
祖
王
の
兄
塩
焼
王
は
、

紳
麻
…
饒
に
擁
脳
立
せ
ら
れ
て
殺
さ
れ
、
道
十
王
及
び
高
市
星
子
の
蛭
川
寅
文
王
・

安
宿
釜
は
、
奈
良
麻
昌
に
擁
…
遂
せ
ら
紅
て
緒
杖
の
下
に
死
し
、
舎
人
親
王
の

御
子
大
炊
王
は
、
光
明
皇
太
后
に
よ
っ
て
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
、
帝
位
に
即

か
れ
た
が
、
孝
謙
上
皇
の
た
め
に
淡
路
に
申
溌
せ
ら
れ
、
後
に
殺
せ
ら
れ
給
…
う

た
。
舎
入
親
王
の
孫
和
気
…
王
、
塩
焼
王
の
子
志
計
志
麻
呂
も
、
称
坤
偲
莱
皇
忙

疑
わ
れ
て
殺
さ
れ
、
天
武
系
の
皇
族
は
、
文
壇
の
姓
を
賜
っ
て
臣
籍
に
下
ら

れ
た
長
親
王
の
子
漁
三
、
大
市
の
兄
弟
の
外
は
、
袷
ど
根
だ
や
し
と
な
っ
た
。

右
大
臣
吉
備
勝
山
備
隅
は
、
こ
の
｛
旦
臣
無
…
に
下
っ
た
露
寒
瀞
三
、
大
一
巾
を
立
て

ん
と
し
旋
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
配
偶
者
で
あ
る
道
導
が
皇
位
継
承
者

の
候
補
者
と
し
て
入
の
口
の
端
に
乗
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
光
と
考

え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
法
王
と
演
王
宮
職
（
滝
川
）

③
　
続
紀
巻
廿
五
天
平
宝
字
八
年
十
月
丁
丑
の
語
に
は
、
皇
太
子
の
位
は
、

「
人
7
5
授
溝
垂
頚
毛
嫌
レ
得
、
力
乎
以
天
競
倍
伎
物
仁
毛
不
レ
在
、
天
之
由
瀧
之
天
授

倍
伎
入
方
在
良
器
累
累
天
、
定
義
レ
賜
濫
漫
巳
曾
陶
礼
」
と
あ
玖
、
同
じ
意
味
の
こ

と
は
、
天
平
神
護
元
年
三
月
墨
差
の
詔
に
亀
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
　
和
気
藩
…

麻
昌
が
「
天
之
客
振
県
立
晶
皇
絡
一
。
無
道
之
入
。
宜
函
嶺
昌
掃
除
㌔
」
と
奏

し
て
漏
勅
勘
…
を
彼
つ
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
称
徳
天
皇
が
臭
太
子
を
定
め

ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
道
鏡
に
皇
位
を
松
え
ん
と
す
る
下
心
が
あ
ら
せ
ち
れ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

④
続
紀
巷
廿
七
天
平
神
護
二
年
六
月
一
型
朔
の
条
に
は
、
習
宜
病
難
麻
呂

に
従
五
位
下
を
授
け
る
工
事
が
あ
る
。
延
専
式
轡
二
＋
暴
民
無
上
に
は
、
大

隅
国
を
中
国
と
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
大
隅
国
は
中
国
か
中
興

で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
五
、
天
塞
と
法
王

　
法
王
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
古
来
「
法
王
は
現
実
を
支
配
す
る
王
に
あ
ろ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
、
仏
法
界
の
王
の
謂
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
国

体
論
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
僻
説
で
あ
る
こ
と
は
、
道
鏡
に
法
王
の
位
を
授
け

る
称
徳
天
皇
の
詔
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
続
紀
笹
目
七
天
第
神
智
二
年
十
月

壬
賓
条
に
掲
げ
ら
れ
た
震
の
詔
に
櫨
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
蝋

（289）



　
　
　
　
　
　
法
王
と
法
王
宮
職
（
滝
川
）

　
　
太
政
大
臣
亭
々
師
爾
法
王
測
位
授
物
都
良
久
止
勅
天
皇
御
盗
難
、
記
聞
食
止
宜
、

　
　
復
勅
久
、
此
乃
舞
間
之
欝
乎
浪
楽
求
多
舘
事
波
都
天
無
、
一
道
爾
志
天
、
菩
薩
乃

　
　
．
行
跡
修
北
、
人
乎
慶
黒
山
止
雪
薦
心
波
定
天
樹
末
須
、
可
久
波
虚
礼
止
毛
、
猶
験
、

　
　
我
敬
報
末
二
流
和
佐
訟
之
天
豪
毛
、
此
爵
位
冠
乎
授
宋
州
良
久
止
勅
天
皇
我
御
命
乎
、

　
　
諸
二
食
止
血
、

と
あ
る
。
我
が
太
師
道
鏡
は
、
世
俗
の
栄
達
を
願
い
求
め
る
こ
と
な
く
、
只
管

に
菩
薩
の
行
を
修
し
て
人
を
済
度
せ
ん
と
心
を
定
め
て
い
る
が
、
験
の
敬
仰
の

心
を
示
す
わ
ざ
と
し
て
、
今
こ
の
位
を
授
け
る
の
で
あ
る
、
衆
庶
そ
れ
よ
く
険

が
意
を
体
せ
よ
、
と
い
弓
の
で
あ
る
か
ら
、
法
王
の
位
は
「
此
7
5
世
間
之
位
」

即
ち
現
世
を
支
配
す
る
王
者
の
位
で
あ
る
。
そ
亀
そ
も
「
法
王
」
な
る
称
弩
は
、

そ
の
称
母
が
初
め
て
用
い
ら
れ
た
推
古
朝
に
あ
っ
て
は
、
仏
教
界
の
大
薫
の
意

　
　
　
　
②

で
あ
っ
た
が
、
聖
徳
太
子
が
法
王
の
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
奈

　
　
　
　
　
　
　
③

良
時
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
称
号
は
、
太
子
の
如
く
天
皇
の
万
機
の
政
を
摂
行

す
る
者
の
称
呼
と
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
凡
そ
虫
号
窟
名
は
、
久
し
く
な
る
に

つ
れ
て
、
そ
の
王
号
窟
名
を
称
す
る
入
の
実
権
が
、
そ
の
王
琴
富
名
の
本
質
を

形
造
る
に
釜
る
竜
の
で
あ
っ
て
、
源
平
時
代
に
お
け
る
厩
夷
大
将
軍
は
、
軍
防

令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
臨
蒔
の
官
に
あ
ら
ず
し
て
、
兵
馬
の
権
を
一
手
に
掌
握

す
る
「
武
門
の
鍵
梁
」
で
あ
る
。
玄
武
の
刺
に
こ
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
坂
上
田

村
麻
呂
の
実
権
と
声
望
と
が
、
征
夷
大
将
軍
の
本
質
に
加
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

木
犀
義
仲
が
こ
の
官
を
競
思
し
た
の
は
、
武
門
の
練
梁
に
な
り
た
か
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
源
頼
朝
が
義
仲
を
討
つ
た
の
は
、
自
ら
が
武
門
の
練
梁
と
し
て
全
国

の
武
士
の
進
止
権
を
握
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
将
軍
が
単
な

る
将
軍
に
あ
ら
ず
し
て
、
天
下
の
支
配
者
で
あ
る
「
公
方
」
で
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
象
で
亀
な
い
。
奈
良
時
代
の
法
王
を
仏
法
界
の
王
と
な
す
如
き
は
、
徳
川

将
箪
を
蝦
夷
征
討
軍
の
総
司
令
宮
と
な
す
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
を
離
れ

た
論
で
あ
る
。

　
奈
良
疇
代
の
「
法
王
」
が
聖
徳
太
子
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、

道
鏡
に
法
王
の
位
を
授
け
ら
れ
た
称
徳
天
皇
は
、
道
鏡
に
与
5
る
に
聖
徳
太
子

が
雷
っ
て
麿
し
て
お
ら
れ
た
権
能
を
以
て
せ
ら
れ
た
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
聖
徳
太
子
は
推
古
紀
元
年
四
月
恥
曝
の
条
に

　
　
立
昌
厩
戸
豊
聰
耳
皇
子
一
為
昌
皇
太
子
一
。
傍
録
昌
摂
政
一
。
以
二
萬
機
一
塁
委
焉
。

と
あ
り
、
用
明
紀
元
年
正
月
壬
子
朔
条
に

　
　
其
一
田
昌
出
戸
皇
子
一
。
（
中
略
）
於
二
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
世
一
。
繋
駕
篇
東

　
　
宮
［
。
総
二
摂
萬
機
｝
。
行
畠
天
皇
事
一
。

と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
推
古
天
皇
の
摂
政
と
し
て
天
皇
の
審
を
行

わ
れ
た
方
で
あ
る
。
称
徳
天
集
は
、
女
帝
に
い
ま
す
故
に
、
女
帝
と
し
て
大
い

に
国
威
を
宣
揚
せ
ら
れ
た
推
古
天
皇
の
先
客
に
倣
い
、
道
鏡
を
し
て
万
機
の
政

を
摂
行
せ
し
め
ん
と
す
る
御
意
図
で
あ
っ
た
と
拝
察
せ
ら
れ
る
。
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し
か
し
、
纂
実
に
お
い
て
は
、
称
徳
天
皇
は
、
天
皇
の
権
ヵ
の
全
部
を
道
鏡

に
お
譲
り
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。
孝
堂
上
豊
（
称
徳
天
皇
）
は
、
天
挙
動

峻
ず
晶
ハ
年
山
ハ
月
、

　
　
叉
一
爾
淡
、
驚
喜
レ
発
一
一
菩
提
心
一
応
爾
在
良
之
庶
豪
母
念
須
、
楚
以
出
家
鳳
仏
弟

　
　
子
飯
釜
奴
、
但
政
事
波
、
常
墜
下
小
事
波
、
今
三
揃
給
部
、
国
家
大
事
、
賞

　
　
綱
無
縫
歯
偏
行
牟

ど
賦
し
て
、
国
家
の
大
事
を
裁
決
す
る
権
と
賞
罰
の
権
と
を
頭
並
天
皇
よ
り
奮

つ
で
、
こ
れ
を
自
己
の
掌
申
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
大
権
は
、
称
徳
天

皇
が
そ
の
崩
御
に
歪
る
ま
で
し
っ
か
り
と
握
っ
て
放
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
道
鏡
に
法
の
位
を
授
け
ら
れ
た
後
も
、
天
皇
は
神
器
を
擁
し
て
国
家
の

大
事
を
親
ら
決
裁
し
、
五
位
以
上
の
叙
目
は
、
親
ら
行
わ
れ
た
。
天
平
宝
字
八

年
十
月
、
・
天
豊
が

　
　
此
天
津
旨
主
位
乎
、
膜
一
利
貧
民
、
後
乃
継
乎
不
レ
定
止
仁
方
不
レ
在
、
今
之
紀
乃

　
　
間
波
、
瞥
見
定
心
仁
、
天
乃
授
賜
方
衆
所
方
、
漸
漸
現
酷
熱
凝
念
天
奈
毛
、
定
不

　
　
レ
購
勅
御
命
乎
、
諸
聞
食
止
勅
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
守

と
詔
り
せ
ら
れ
た
の
は
、
天
皇
が
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
皇
位
に
恋
々
と

し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
言
訳
で
あ
る
。
　
「
出
家
の
天
子
に
は
、
出
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

大
臣
あ
る
べ
し
し
と
詔
し
て
、
道
鏡
に
大
臣
禅
師
の
位
を
授
け
ら
れ
た
天
皇
は
、

道
鏡
を
法
王
と
な
す
に
及
ん
で
、
大
僧
都
円
興
に
法
臣
の
位
を
授
け
、
蕃
真
禅

　
　
　
　
　
法
王
と
法
三
宮
職
（
滝
埼
）

師
に
法
参
議
の
位
を
授
け
て
、
道
鏡
の
大
政
を
擾
行
ず
る
羽
翼
た
ら
し
め
ら
れ

　
⑤

た
が
、
神
護
景
雲
二
年
十
二
月
、
基
真
が
そ
の
師
事
輿
を
凌
突
し
て
飛
騨
の
国

　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
流
さ
れ
て
か
ら
は
、
そ
の
替
り
を
補
任
ぜ
ず
、
叉
法
臣
円
興
の
政
治
的
活
動

の
聞
え
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
道
鏡
の
大
政
摂
行
は
始
ど
膚
名
無
実
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
道
鏡
の
法
王
は
、
聖
徳
太
子
の
法
王
の
如
く
、

天
皇
の
事
を
全
面
的
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
観
…
念
的
に
は
法
王
の

位
は
摂
政
の
位
で
み
っ
て
、
天
皇
に
代
位
し
、
又
は
天
皇
と
共
同
で
統
治
権
を

総
嘉
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
霧
異
記
に

　
　
弓
剛
氏
忠
道
鏡
法
師
。
与
戸
惑
盾
一
同
レ
枕
交
通
。
天
下
墨
書
摂
治
二
天
下
一
。

　
　
　
　
　
⑦

と
あ
る
こ
と
は
、
当
代
の
入
民
が
、
当
世
を
称
徳
天
皇
と
道
鏡
法
王
と
の
共
同

統
治
と
み
て
い
た
こ
と
の
明
か
な
証
鍵
で
あ
る
。

　
天
革
宝
字
六
年
、
孝
謙
上
皇
が
淳
仁
天
皇
か
ら
大
事
決
裁
権
と
賞
濁
二
項
と

を
奮
わ
れ
た
こ
と
は
、
天
畠
を
監
国
の
地
位
に
疑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
唐
に

お
い
て
は
、
書
票
が
陪
都
洛
陽
に
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
菖
都
長
安
に

留
守
す
る
皇
太
子
を
し
て
尋
常
の
政
務
を
代
行
せ
し
め
た
。
こ
の
皇
太
子
興
国

の
欄
は
、
我
が
国
に
も
輸
入
せ
ら
れ
、
大
宝
。
養
老
の
公
式
令
に
は
、
監
国
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

限
を
定
め
た
条
文
が
あ
る
。
尋
常
の
政
務
よ
り
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
天
皇
は
、

名
は
天
業
で
あ
っ
て
竜
、
そ
の
実
は
監
國
で
あ
る
。
淳
仁
天
堂
は
、
天
平
宝
字

入
年
の
廃
位
を
待
た
ず
し
て
、
既
に
天
皇
で
は
な
く
な
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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法
銀
と
法
王
宮
職
（
滝
川
）

る
。
称
徳
天
皇
が
道
鏡
を
し
て
法
王
た
ら
し
め
ら
れ
た
の
は
、
道
鏡
を
し
て
こ

の
事
実
上
監
国
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
淳
仁
天
王
の
地
位
を
継
が
し
め
ん
と
せ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
法
臣
円
融
、
法
参
議
基
真
は
、
法
王
が
監
国
の

政
を
行
う
羽
翼
で
あ
っ
て
、
天
皇
の
政
を
行
5
羽
翼
は
、
依
然
と
し
て
左
大
臣

藤
原
永
手
、
右
大
臣
算
盤
真
備
で
あ
っ
た
と
思
ら
。

　
大
化
改
新
以
後
の
天
皇
は
、
一
面
神
法
的
君
主
で
あ
る
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
で
あ

る
と
同
時
に
、
俗
法
的
君
主
で
あ
る
皇
帝
で
あ
る
。
儀
制
令
に
は
、
天
子
は
祭

瀧
に
称
す
る
所
、
皇
帝
は
華
夷
に
称
す
る
所
と
あ
る
が
、
天
皇
が
祭
紀
に
称
す

る
と
こ
ろ
は
、
終
始
「
現
神
御
大
八
州
天
皇
し
で
あ
っ
た
。
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
に

就
任
す
る
儀
式
は
大
嘗
祭
で
あ
り
、
皇
帝
に
就
任
す
る
儀
式
は
即
位
式
で
あ
っ

て
、
天
皇
は
こ
の
二
つ
の
儀
式
を
兼
ね
行
5
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
る
天
皇
と

な
ら
せ
給
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
し
て
の
天
皇
の
大
権
を
任
け

行
5
媛
高
の
官
庁
が
神
紙
宮
で
あ
り
、
皇
帝
と
し
て
の
天
皇
の
大
権
を
曝
け
行

ろ
最
高
の
官
庁
が
太
政
嘗
で
あ
っ
た
。
然
る
に
聖
武
天
皇
の
御
代
に
至
り
、
天

皇
が
天
照
大
神
を
も
つ
て
葦
戸
沙
那
仏
と
な
し
、
天
皇
を
も
つ
て
仏
教
の
教
主

寧
と
な
し
、
王
法
仏
法
を
も
つ
て
王
法
神
法
に
代
え
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
神
紙
官

は
僧
綱
に
吸
収
せ
ら
れ
、
太
政
官
、
僧
綱
は
、
太
政
富
、
革
砥
官
に
代
っ
て
国

家
の
鰻
高
官
庁
と
な
っ
た
。
天
雫
宝
字
エ
年
八
月
、
上
葉
孝
謙
天
皇
、
中
表
光
明

皇
太
后
に
尊
砦
を
上
る
に
当
っ
て
は
、
太
政
官
及
び
僧
綱
が
夫
々
朝
堂
に
誼
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
七
燭

　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
表
を
上
っ
て
い
る
。
又
天
平
紳
護
元
年
十
一
月
、
称
徳
天
豊
は
大
嘗
祭
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

わ
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
翌
桧
を
敬
す
る
前
に
三
宝
を
敬
し
て
お
ら
れ
る
。
故

に
法
王
は
監
国
で
あ
る
と
同
時
に
仏
教
の
教
・
王
で
あ
る
天
纂
で
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
続
飯
軽
爆
一
宝
亀
二
年
正
月
墨
銀
の
条
に
は

　
　
自
二
天
平
紳
護
元
年
一
以
来
。
僧
尼
度
縁
。
　
一
切
用
昌
道
景
印
一
州
レ
之
。
歪

　
　
レ
是
復
写
　
治
部
省
印
一
。

と
あ
っ
て
、
法
王
道
鏡
は
僧
尼
た
る
身
分
を
与
え
る
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
仏
教
の
数
主
に
あ
ら
ず
し
て
、
い
づ
く
ん
ぞ
こ
の
権
限
を
行
い

得
ん
や
。
大
込
都
円
白
目
が
法
臣
と
し
て
法
王
道
鏡
の
直
譲
支
配
下
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
道
鏡
が
僧
綱
を
支
配
す
る
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
5
。

　
故
に
天
平
宝
宇
六
年
よ
り
八
年
夏
釜
る
二
年
差
が
淡
路
廃
帝
と
孝
謙
上
皇
と

の
共
同
統
瀞
で
あ
っ
た
如
く
、
天
平
神
謹
　
一
年
よ
り
宝
亀
元
年
に
釜
る
四
年
間

は
、
称
徳
天
皇
と
道
鏡
法
王
と
の
三
塁
統
治
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
①
　
西
爾
虎
之
助
氏
『
綜
含
日
本
史
大
系
・
奈
良
朝
』
七
四
九
頁
。

　
②
用
朋
紀
元
年
正
月
壬
子
朔
条
の
註
に
は
、
「
更
名
豊
聰
茸
、
聖
徳
、
或

　
名
川
盤
聰
茸
法
大
王
一
、
或
秀
二
法
主
王
一
」
と
あ
り
、
早
宮
墾
徳
法
王
帝
説
に

　
亀
「
上
橘
聖
徳
法
王
、
叉
云
二
法
主
王
一
」
と
あ
る
か
ら
、
法
王
は
「
法
主
王
」

　
の
意
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
義
が
仏
法
上
の
王
の
意
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
③
奈
良
時
代
に
聖
徳
太
子
が
専
ら
法
王
の
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
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天
平
十
九
年
二
月
十
一
臼
の
法
隆
寺
伽
薩
縁
起
丼
流
蝋
尊
上
帳
（
大
日
本
古

交
単
巻
二
所
取
）
に
、
　
「
戊
午
年
四
月
十
五
日
、
請
上
宮
墾
徳
法
王
、
羅
馬

法
華
臨
監
鍵
筆
下
脳
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
せ
ら
れ
る
。

＠＠＠＠＠
代
レ
勅
」

此
式
一
、

に
よ
っ
て
発
す
る
尋
常
の
政
務
を
代
行
し
、

奏
上
す
る
小
事
を
決
裁
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

⑨
続
婦
警
壮
一
天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
朔
条
に
は
、
「
是
闘
、
百
官
及

僧
綱
詣
一
朝
堂
一
上
レ
表
」
、
と
あ
る
が
、
　
百
官
は
即
ち
百
官
を
代
表
す
る
太
政

官
で
あ
る
。

⑩
　
　
志
紀
巻
仙
μ
山
ハ
天
平
神
誕
晶
ル
年
十
一
月
庚
辰
条
に
は
、
　
「
叉
紹
時
、
　
今
渤

久
、
今
日
膨
大
薪
欝
墨
画
良
比
乃
豊
明
素
行
臼
仁
在
、
　
二
野
遍
乃
常
余
利
圃
仁
在

放
方
、
験
方
仏
乃
御
弟
子
磯
之
天
、
菩
薩
乃
籏
乎
受
血
天
在
、
此
仁
依
天
上
都
方
波

三
宝
仁
供
奉
、
次
仁
方
天
社
醐
社
乃
神
等
薯
為
夜
備
森
利
」
巽
々
と
あ
る
。

　
　
　
　
法
王
と
法
王
手
職
（
滝
灘
）

続
紀
巻
廿
五
天
平
宝
字
八
年
九
月
甲
寅
条
に
見
え
る
藩
ザ
島
上
嘉
の
勅
。

続
紀
巷
廿
七
天
平
神
護
二
年
十
月
壬
寅
粂
。

続
紀
巻
廿
九
神
護
景
雲
二
年
十
二
月
甲
辰
条
。

日
本
霊
異
記
、
下
巻
、
第
珊
八
。

公
式
令
勅
旨
式
の
条
に
は
、
「
其
皇
太
子
監
国
、
亦
五
二
此
式
一
、
以
レ
令

　
と
あ
P
、
又
そ
の
便
一
奏
式
の
条
に
は
、
　
「
其
皇
太
子
監
国
、
黒
煙
二

　
以
昌
憲
一
勅
一
代
晶
晶
啓
令
こ
　
と
あ
っ
て
、
　
監
国
は
天
宜
出
が
勅
㎏
日
の
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
臣
が
便
奏
の
形
式
に
よ
っ
て

尚
こ
の
認
に
は
、
　
「
赦
是
以
繊
家
人
毛
、
嵐
斑
毛
網
雑
芙
供
棄
仁
、
畳
障
事
事

不
レ
在
止
念
天
寮
毛
、
本
忌
之
可
如
久
方
不
忌
レ
茎
穴
、
此
乃
大
塔
方
聞
行
」
去
々
と

あ
る
か
ら
・
称
徳
天
皇
の
大
嘗
祭
に
は
、
白
衣
黒
衣
稲
雑
っ
て
祭
儀
に
奉
仕

し
た
こ
と
が
知
ら
、
准
る
が
、
恐
ら
く
黒
衣
の
僧
…
尼
が
主
累
算
に
振
舞
つ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
六
、
法
王
の
活
動

　
法
王
道
鏡
が
法
王
と
し
て
い
か
な
る
活
動
を
な
し
た
か
は
、
そ
の
羽
翼
で
あ

っ
た
法
臣
円
興
、
法
参
議
基
真
及
び
法
王
富
大
夫
高
麗
重
信
、
法
王
寓
亮
高
丘

比
良
麻
呂
の
地
位
噛
能
力
、
活
鋤
を
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
略
こ
れ
を
推
測

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
円
興
俗
姓
は
賀
茂
民
、
中
衛
将
監
従
五
位
下
賀
茂
田
守
の
兄
で
あ
る
。
天
平

宝
字
入
貢
＋
一
月
、
俗
弟
田
守
と
共
に
朝
廷
に
請
5
て
大
和
国
葛
上
郡
に
高
論

　
　
　
　
　
③

社
を
再
思
し
た
。
道
鏡
と
は
、
道
鏡
が
蕊
木
山
に
入
っ
て
苦
行
し
て
い
た
頃
か

ら
の
親
友
で
、
道
鏡
の
推
挽
に
よ
っ
て
朝
廷
に
重
用
せ
ら
れ
る
に
三
つ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
よ
5
で
あ
る
。
天
平
神
護
二
年
、
中
律
師
よ
り
大
僧
都
に
進
み
、
岡
年
十
月
、

法
距
の
位
を
授
け
ら
れ
、
大
諸
書
に
准
ぜ
ら
れ
た
、
円
興
は
法
臣
と
な
っ
た
後

も
大
僧
都
故
の
如
し
で
あ
っ
た
と
見
え
、
続
記
巻
廿
七
天
平
御
護
コ
年
十
月
乙

巳
の
条
に
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
五
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法
玉
と
鼠
鳴
窪
職
（
滝
川
）

　
　
法
臨
大
麟
都
第
一
修
行
進
守
大
禅
師
円
興
准
繍
大
納
言
一
。

と
あ
る
。
道
鏡
の
失
脚
以
後
、
興
福
寺
の
慈
訓
が
世
羅
榔
に
復
活
し
た
の
で
、

彼
は
一
時
大
僧
都
を
罷
め
ら
れ
た
よ
5
で
あ
る
が
、
宝
態
九
年
正
月
、
復
睡
夢

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
，

都
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
道
鏡
の
失
脚
後
も
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
見
る

と
、
彼
も
徳
望
の
あ
っ
た
傑
僧
で
、
僧
綱
の
政
を
執
り
行
5
才
幹
の
あ
っ
た
人

物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
国
政
に
参
与
し
て
大
活
躍
を
行
ら
人
物
で
は
な

か
っ
た
よ
5
で
あ
る
。
法
臣
と
し
て
見
る
べ
き
活
躍
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、

彼
を
し
て
再
び
少
僧
都
た
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
ら
。

　
基
真
は
、
後
に
物
部
浄
志
朝
臣
の
姓
を
賜
っ
て
い
る
か
ら
、
本
姓
ぼ
物
部
氏
で

あ
っ
た
と
思
5
。
愚
問
福
寺
の
僧
で
、
円
輿
の
弟
子
で
あ
る
。
道
鏡
に
引
立
て
ら

れ
た
の
は
、
円
融
の
弟
子
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
が
、
或
い
は
道
鏡
の

遠
縁
に
当
っ
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
何
と
な
ら
ば
、
弓
長
氏
も
本
姓
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

物
部
氏
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
天
平
神
護
コ
年
九
月
、
正
五
位
上
を
授
け
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

同
年
十
月
、
法
参
議
と
な
る
と
経
時
に
大
律
師
と
な
っ
た
。
基
真
は
儘
臭
紛
々

た
る
山
師
埼
主
で
、
道
鏡
の
威
を
漏
り
て
都
下
を
横
行
し
、
獅
大
夫
と
錐
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

道
路
に
相
逢
え
ば
、
避
く
る
こ
と
虎
の
如
く
で
あ
っ
た
と
い
5
。
遇
寺
の
寄
瑞

を
偽
作
し
た
の
は
、
こ
の
男
で
あ
っ
て
、
こ
の
奇
瑞
の
た
め
に
道
鏡
は
法
王
と

な
っ
た
が
、
道
鏡
の
評
判
を
悪
く
し
た
の
も
、
こ
の
男
で
あ
る
。
暴
漫
な
る
彼

は
、
終
に
そ
の
師
円
興
を
も
凌
笑
し
た
の
で
、
神
護
景
雲
二
年
十
二
月
、
飛
弾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
國
に
外
配
せ
ら
れ
て
し
懐
つ
た
。

　
高
麗
福
浜
は
、
庸
の
高
樹
将
李
鋤
を
遣
し
て
題
句
麗
の
首
轍
W
平
壌
を
抜
か
し

め
た
時
、
臼
ホ
に
亡
命
掃
化
し
た
高
句
麗
人
背
祭
福
穂
の
孫
で
あ
る
。
少
年
の

時
、
伯
父
背
奈
行
文
に
従
っ
て
、
本
貫
武
蔵
国
高
麗
鄭
よ
り
笈
を
負
う
て
上
京

し
た
。
博
に
同
輩
と
石
上
の
衛
に
遊
戯
し
て
相
撲
し
、
巧
み
に
相
手
の
力
を
利

用
し
て
粗
手
を
要
し
た
。
そ
の
纂
内
裏
に
聞
え
て
、
内
竪
所
に
召
出
さ
れ
、
是

よ
り
名
を
著
し
た
。
初
め
右
衛
門
大
志
に
任
ぜ
ら
れ
、
諸
富
を
経
歴
し
て
、
天

平
十
年
三
月
、
外
従
五
位
下
を
擾
け
ら
れ
た
。
翌
年
七
月
、
内
位
に
遷
り
、
同

十
五
年
五
月
、
正
五
言
下
、
同
十
九
年
六
月
、
背
奈
王
の
姓
を
賜
わ
り
、
同
二

十
年
コ
月
、
正
五
位
上
、
天
平
勝
宝
元
年
七
月
、
従
四
位
下
、
同
年
入
月
、
申
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

少
将
を
も
つ
て
紫
微
少
彌
に
兼
任
せ
ら
れ
た
。
彼
が
、
道
鏡
の
政
敵
で
あ
る
藤

原
仲
麻
呂
が
長
官
を
つ
と
め
て
い
た
紫
微
中
潜
の
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注

目
に
値
す
る
。
帰
化
人
の
子
孫
は
、
そ
の
才
幹
を
も
っ
て
権
勢
あ
る
者
の
属
宮

と
し
て
常
に
重
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
道
鏡
失
脚
の
後
も
、
そ
の
栄
、

達
を
続
け
て
い
る
。
彼
が
道
鏡
の
腹
心
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

も
明
か
で
あ
ろ
う
。
福
信
は
、
岡
年
十
一
月
、
従
四
位
上
に
進
み
、
同
二
年
正

月
、
高
麗
朝
臣
の
姓
を
賜
わ
り
、
天
平
宝
字
元
年
五
月
に
は
、
正
四
位
下
に
昇

叙
せ
ら
れ
た
。
天
平
勝
宝
八
歳
七
月
廿
六
日
の
東
大
寺
荷
物
帳
に
は
、
福
億
が

「
従
四
位
上
行
紫
微
少
彌
兼
武
蔵
守
巨
萬
朝
臣
」
と
し
て
紫
…
徴
令
藤
原
仲
麻
呂
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⑨

等
と
懇
名
を
連
ね
て
い
る
。
宝
宰
元
年
七
月
に
起
っ
た
橘
蝶
黙
良
麻
呂
の
乱
に
は
、

福
信
竜
賀
茂
角
足
の
誘
い
を
受
け
た
が
、
禧
信
こ
れ
に
与
せ
ず
、
乱
発
す
る
に

及
ん
で
、
兵
を
率
い
て
小
野
東
入
・
案
主
筆
殖
醤
蝦
籔
麺
・
宝

掌
四
年
正
月
、
福
信
は
信
部
大
輔
と
な
っ
た
が
、
繁
れ
糖
衣
天
皇
の
即
位
に
よ

っ
て
光
晩
皇
太
后
蕪
簾
の
政
や
み
、
紫
命
中
璽
が
実
権
の
な
い
官
司
と
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
宝
受
入
年
正
月
、
白
馬
守
に
遷
り
、
神
護
元
年
正
月
、
従
三
位

に
叙
ぜ
ら
れ
た
。
帰
化
入
の
子
孫
に
し
て
三
位
を
授
け
ら
れ
公
卿
に
列
す
る
こ

と
は
、
当
代
に
お
い
て
異
数
の
こ
と
で
あ
る
。
順
い
で
福
信
は
造
宮
獅
に
任
ぜ

ら
れ
、
町
鳶
景
雲
元
年
三
月
、
法
王
罷
職
の
鷺
か
れ
る
に
及
ん
で
、
兼
法
王
富

大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
後
福
信
は
、
称
徳
天
威
の
喪
儀
に
際
し
て
御
装
束

司
と
な
り
、
道
鏡
失
脚
後
七
是
し
て
再
び
選
管
な
っ
て
い
葡
が
・
塗

寓
大
夫
を
罷
め
ら
れ
た
こ
と
は
見
え
て
い
な
い
か
ら
、
法
王
宮
職
が
停
廃
せ
ら

れ
る
ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
高
丘
比
良
麻
呂
（
赦
麻
呂
）
は
、
天
智
の
朝
、
颪
済
滅
亡
に
際
し
て
宿
罪
に

亡
命
帰
化
し
た
葛
済
人
沙
門
詠
の
孫
で
あ
っ
て
、
高
麗
福
信
と
同
じ
く
帰
化
人

の
子
孫
で
あ
る
。
福
信
の
伯
父
背
奈
行
文
が
大
学
助
で
あ
っ
た
如
く
、
比
良
麻

呂
の
父
楽
浪
洵
内
は
正
五
位
下
大
学
頭
で
あ
っ
た
。
少
に
し
て
大
学
に
遊
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

慰
記
を
渉
覚
し
、
吏
務
に
長
じ
た
。
天
平
勝
宝
元
年
八
月
、
紫
微
申
璽
の
創
設

と
同
時
に
そ
の
少
跣
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
如
く
、
天
平
勝
宝
六
年
五
月
十
五

　
　
　
　
　
法
王
と
法
王
富
職
（
滝
川
）

臼
の
援
護
蕪
に
は
、
「
従
六
位
下
行
少
銃
兼
毒
省
謹
書
轟
邑

の
碧
ぷ
あ
る
。
続
紀
呼
声
五
天
平
宝
字
五
年
正
月
壬
寅
〔
の
条
に
は
、
　
「
遵
従
五

位
下
高
丘
連
比
良
麻
呂
為
鳳
越
前
介
一
」
と
あ
る
が
、
’
こ
の
越
前
介
は
兼
官
で
、
比

良
麻
呂
は
そ
れ
以
前
に
少
外
資
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
よ
5
で
あ
る
。
宝

字
八
年
に
は
、
彼
は
大
外
寵
の
職
に
あ
っ
た
が
、
恵
美
押
勝
が
太
政
富
の
印
を

用
い
て
私
兵
を
召
集
す
る
の
を
見
て
、
罪
の
己
れ
に
及
ば
ん
こ
と
を
慮
れ
、
押

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

勝
の
逆
転
を
密
告
し
た
。
そ
の
功
に
よ
っ
て
、
同
年
九
月
乙
巳
、
従
四
位
下
を

授
け
ら
れ
、
天
平
神
護
元
年
正
月
に
は
、
勲
五
等
に
叙
せ
ら
れ
た
。
同
年
九
月
、

称
徳
天
皇
の
紀
捗
行
幸
に
当
っ
て
は
、
そ
の
御
装
束
司
の
次
官
と
な
り
、
神
護

景
霊
元
年
三
月
、
大
外
記
を
竜
っ
て
法
王
嘗
亮
に
兼
任
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、

高
丘
宿
禰
の
姓
を
賜
っ
た
。
そ
の
閲
歴
の
な
ん
と
高
麗
福
信
と
似
た
る
こ
と
よ
。

比
良
麻
呂
は
、
仲
麻
呂
逆
謀
の
密
告
者
と
し
て
道
鏡
に
親
ま
れ
た
か
亀
知
れ
ぬ

が
、
〃
彼
が
法
王
宮
亮
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
才
学
を
、
買
わ
れ
た
も
の
と
患
う
。

外
詑
は
詔
勅
官
符
の
文
案
を
趨
草
す
る
役
で
あ
る
か
ら
、
丈
章
道
の
豊
春
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

く
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
法
王
の
啓
令
、
法
王
宮
職
の
符
膜
歯
答
は
、
い
ず
れ

も
比
良
麻
呂
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
道
鏡
の
羽
翼
で
あ
り
、
そ
の
譲
葉
役
で
あ
っ
た
人
々
が
、
か
く
の
姶
き
入
党

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
法
王
道
鏡
は
、
そ
の
威
儀
天
為
に
等
し
い
と
錐
も
、
大

政
を
自
ら
執
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
5
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
竜
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法
王
と
法
薫
営
職
（
滝
川
）

の
人
を
擁
し
て
お
れ
ば
、
教
主
と
し
て
僧
綱
を
指
揮
し
、
便
奏
式
に
規
楚
さ
れ

て
い
る
政
の
小
事
を
行
う
に
は
事
足
り
た
と
思
わ
れ
る
。
法
王
道
鏡
の
行
っ
た

愚
の
が
、
教
主
と
し
て
の
天
皇
の
行
事
と
監
圏
の
権
限
の
み
で
あ
ろ
う
と
い
・
う

推
断
は
、
益
々
強
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
道
鏡
は
、
江
戸
時
代
の
町
家
の
入
夫

の
如
き
実
権
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
称
徳
天
皇
は
道
鏡
を
法
王
と
し
た
後
も
、

太
政
官
を
指
揮
し
て
依
然
と
し
て
大
政
を
親
ら
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
断
せ
ら
れ

る
。
外
朝
に
あ
っ
て
道
鏡
の
勢
力
を
代
表
す
る
も
の
は
、
道
鏡
の
俗
弟
葛
翔
浄

入
で
あ
っ
て
、
彼
は
従
コ
位
大
納
蓄
大
宰
帥
の
顕
位
に
昇
っ
た
が
、
彼
ひ
と
り

の
力
を
も
っ
て
し
て
は
、
大
織
冠
鎌
足
以
来
官
界
に
癒
え
つ
け
ら
れ
た
藤
原
氏

の
．
勢
力
を
ど
5
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
故
に
道
鏡
及
び
弓
翔
浄
人
は
、

称
徳
天
釜
と
い
5
支
柱
を
失
弓
と
同
時
に
、
藤
原
氏
の
た
め
に
政
局
外
に
放
逐

さ
れ
て
し
蜜
つ
た
の
で
あ
っ
て
、
道
鏡
の
追
放
は
、
決
し
て
彼
が
皇
位
を
凱
観

し
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
私
が
雷
っ
て
拙
著
『
入
物
新
日
本
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

古
代
篇
で
詳
論
し
た
か
ら
、
滋
で
は
述
べ
な
い
。

　
道
鏡
が
法
王
で
あ
っ
た
四
年
間
に
行
わ
れ
た
国
家
の
事
業
は
、
西
大
寺
の
創

建
と
閨
分
ご
寺
堂
塔
の
修
理
の
外
に
は
な
い
。
類
聚
三
代
格
巻
縮
に
は
、
先
に

造
り
論
え
免
國
分
寺
の
塔
・
金
堂
等
の
朽
吊
せ
る
も
の
は
、
造
寺
料
稲
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

修
理
を
加
う
べ
き
旨
の
天
平
神
護
二
年
八
月
十
入
日
の
富
符
が
見
え
、
同
書
同

巻
及
び
政
事
要
略
第
五
十
五
に
は
、
右
の
官
符
の
旨
を
繰
返
し
、
更
に
寺
田
稲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

を
以
て
園
分
寺
の
僧
尼
の
斎
食
の
料
に
充
つ
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
神
護
・
景
雲
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

年
十
一
月
十
二
眠
の
勅
が
見
え
て
い
る
。
西
大
寺
の
建
立
が
、
称
徳
天
皇
の
御

瀬…

ﾉ
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
続
紀
・
扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
等
の
記

事
に
よ
っ
て
疑
い
が
な
い
が
、
国
分
寺
の
修
理
及
び
国
分
二
寺
僧
尼
の
食
料
の

確
保
は
、
久
米
邦
武
が
推
定
し
た
よ
弓
に
、
道
鏡
の
発
意
に
鐵
で
た
も
の
で
あ

　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ろ
》
つ
。
神
護
景
雲
二
年
七
月
、
釈
璽
の
儀
を
改
め
た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
に
お

け
る
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
右
大
臣
吉
備
真
備
の
無
意
に

出
で
た
も
の
で
あ
ろ
5
。
道
鏡
の
法
王
在
位
中
、
国
分
寺
堂
塔
の
修
理
の
外
に
、

彼
の
発
言
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
国
家
の
政
策
が
な
い
と
い
5
こ
と
は
、
彼
が
仏

…
教
の
…
数
主
と
し
て
の
権
隈
以
外
の
こ
と
は
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で

あ
る
。
続
紀
の
道
評
伝
に
は
、
「
政
之
巨
細
。
莫
レ
不
レ
取
レ
決
」
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
彼
が
俗
界
の
政
務
に
干
渉
し
た
積
極
的
証
提
は
乏
し
い
。
続
紀
巻
滑
宝

亀
元
年
入
月
丙
午
条
に

　
　
自
晶
太
師
被
ツ
謙
。
道
鏡
檀
レ
権
。
軽
興
昌
力
役
｝
。
雨
湿
一
一
伽
藍
一
。
公
私
彫

　
　
喪
。
國
用
不
レ
足
。

と
あ
る
の
は
、
前
述
の
国
分
寺
堂
塔
修
理
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
が
た
め
に
「
公
私
彫
喪
。
国
用
不
足
」
に
立
ち
到
っ
た
と
は
老
え
ら
れ
な

い
。
造
寺
造
仏
に
よ
っ
て
入
民
を
力
役
に
疲
れ
し
め
、
国
幣
を
濫
費
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
警
満
行
が
意
見
封
事
十
コ
箇
条
で
述
べ
て
い
る
如
く
、
聖
武
、
孝
謙
の
二
帝
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で
あ
っ
て
、
「
勝
宝
飯
際
。
政
称
昌
倹
約
㌔
し
な
ど
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。
こ
の

文
及
び
道
鏡
伝
の
交
は
、
続
紀
の
編
者
が
、
道
鏡
の
姦
計
を
認
醸
し
た
坂
上
苅

田
麻
呂
の
告
状
を
史
料
と
し
て
、
こ
れ
を
丸
写
し
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
5
。

藤
原
氏
は
、
道
鏡
及
び
陽
削
浄
人
を
追
放
す
る
手
段
と
し
て
、
坂
上
苅
田
麻
呂

を
し
て
道
鏡
を
謳
濾
せ
し
め
た
。
「
認
告
・
暗
殺
の
手
先
に
使
わ
れ
る
者
は
、
飛

鳥
朝
以
来
常
に
大
卸
の
漢
部
で
あ
る
。
故
に
天
武
天
皇
は
、
策
漢
直
等
に
対
し

て
、

　
　
汝
等
党
族
之
。
自
レ
本
犯
晶
七
不
可
一
也
。
是
以
従
昌
小
墾
田
御
世
｝
。
・
蚕
昌
子

　
　
近
江
朝
「
。
常
以
レ
謀
弓
汝
等
「
為
レ
事
。

　
　
　
　
　
⑳

と
仰
ぜ
ら
れ
た
。
道
鏡
の
姦
計
を
告
慨
し
た
坂
上
苅
田
麻
呂
が
大
和
国
高
市
郡

檜
前
村
径
む
東
謎
の
涙
で
あ
る
こ
と
晦
・
大
い
に
零
せ
ら
塞
げ
れ

ば
な
ら
な
い
。

①
H
本
霊
異
記
、
下
巷
・
第
三
＋
八
に
は
、
円
興
を
韻
興
と
し
、
俗
姓
を

　
鴨
氏
と
し
て
い
る
。
宙
麗
ハ
・
田
守
の
復
上
し
た
高
鴨
｝
祉
は
、
延
喜
式
三
九
神
一

　
名
上
に
「
高
説
…
阿
魔
須
面
罵
彦
”
根
雨
神
抵
⑳
座
」
と
あ
る
亀
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑨
続
紀
怒
廿
七
天
平
神
護
二
年
七
月
乙
業
繋
。

　
③
続
紀
巻
滑
五
宝
亀
九
年
正
月
甲
子
条
。

　
④
　
道
鶴
い
の
郷
一
里
は
、
物
部
守
屋
の
邸
の
あ
っ
た
河
内
園
一
渋
川
郡
の
隣
郡
で

あ
る
若
江
郡
葛
魏
郷
で
あ
る
が
、
同
じ
蒲
江
郡
裏
編
癬
か
ら
禺
た
陰
陽
頭
弓

　
　
　
　
　
法
王
と
法
烹
宮
職
（
滝
川
）

粥
是
雄
は
、
三
代
実
録
巷
惜
二
元
際
晒
元
年
十
二
月
廿
五
口
辛
卯
の
条
に
「
島
郡

饒
逓
道
導
之
後
也
」
と
認
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
続
紀
朗
話
七
天
平
神
護
二
年
七
月
壬
二
条
に
は
、
修
行
進
等
大
禅
師
基

真
に
正
五
位
上
を
授
く
と
見
え
、
同
年
十
月
壬
寅
の
称
徳
天
皇
の
認
丈
の
中

に
は
、
基
脅
バ
禅
師
を
法
参
講
…
大
律
師
と
し
て
正
四
位
上
を
授
け
る
昭
隅
が
見
え

て
い
る
。

⑥
　
続
紀
巻
汁
九
神
謎
景
雲
二
年
十
二
月
甲
辰
条
。

⑦
令
義
解
、
巻
二
僧
尼
令
に
は
、
「
凡
僧
尼
、
将
与
国
宝
物
㎜
・
飼
二
遣
官

人
｝
、
若
合
弟
構
朋
党
嚇
擾
昌
乱
徒
衆
一
、
寧
静
三
蓋
三
綱
ご
、
陵
「
【
取
急
宿
二
管
、

百
里
苦
使
」
と
あ
る
が
、
基
寛
バ
は
師
主
陵
笑
の
赦
を
以
て
長
宿
陵
突
よ
り
一

等
重
い
外
配
の
罪
に
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
続
紀
巻
四
十
延
暦
八
年
十
月
戊
寅
条
に
見
え
る
福
信
の
伝
及
び
続
紀
の

沓
条
。

＠＠＠＠＠＠
大
口
本
書
文
害
、
巻
四
、
　
一
七
九
頁
。

続
紀
巻
心
天
平
宝
字
元
年
七
月
戊
中
条
及
び
同
月
庚
戌
条
。

続
鵜
巻
惟
宝
亀
元
年
八
月
癸
巳
条
及
び
同
月
丁
巳
条
。

続
紀
巻
廿
九
紳
　
蒜
晒
景
雲
二
年
六
月
庚
子
条
の
比
良
｛
牌
護
伝
に
拠
る
。

大
口
本
給
丈
書
、
巻
四
、
附
O
頁
。

続
紀
巷
廿
五
天
平
宝
字
八
年
九
月
壬
子
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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法
王
と
法
王
宮
職
（
滝
…
川
）

⑭
　
含
雪
解
、
巷
一
職
員
令
に
は
、
「
大
外
甜
二
人
。
掌
℃
勘
漏
詔
奏
一
、
皇
嗣

昌
串
公
丈
一
、
勘
舗
署
文
案
一
、
検
甲
禺
馨
失
よ
。
少
負
託
二
入
。
掌
瞬
二
大
外

認
㌔
」
と
あ
り
、
官
職
秘
抄
、
上
巻
大
外
詑
の
粂
に
は
、
「
往
年
多
以
漏
文
章

生
一
任
レ
之
」
と
あ
る
。

⑯
　
拙
碧
『
人
物
新
口
本
典
』
田
代
篇
、
第
四
道
鏡
参
照
。

⑰
　
類
聚
三
代
絡
、
巻
三
國
分
寺
事
、
国
史
大
系
本
、
四
五
四
頁
。

⑲
　
類
聚
三
代
絡
、
巻
三
国
分
寺
事
、
国
史
大
系
本
、
四
五
五
頁
及
び
政
事

要
略
、
第
五
十
五
交
替
雑
摩
、
史
籍
集
覧
本
、
四
二
〇
頁
。

⑲
　
　
久
米
邦
武
　
『
奈
良
朝
史
』
　
…
血
｛
ハ
三
頁
。

⑳
続
重
量
廿
九
赫
護
景
雲
二
年
七
月
辛
言
条
及
び
類
聚
三
代
絡
、
二
十
釈

璽
蛮
、
国
史
大
系
本
、
七
二
三
頁
。

＠
　
本
朝
文
粋
、
巻
二
意
見
封
班
、
増
訂
国
史
大
系
本
、
四
一
頁
。

⑳
　
　
R
門
本
霧
紀
、
　
轍
巷
廿
九
、
　
鵠
く
武
耶
一
聯
山
ハ
年
ぬ
二
月
条
。

⑳
　
新
撰
姓
氏
録
、
舌
骨
二
、
右
京
諸
頚
上
に
は
、
　
「
坂
上
大
宿
輔
、
後
漢

霊
帝
男
延
王
之
後
也
」
と
あ
り
、
又
続
紀
巻
骨
無
宝
亀
三
年
四
月
庚
午
の
条

に
は
、
坂
上
苅
閏
麻
呂
が
大
和
羅
高
市
郡
檜
前
村
に
黒
む
策
漢
の
…
族
を
代

表
し
て
、
高
市
那
の
郡
司
の
華
に
つ
い
て
奏
言
を
行
一
つ
た
こ
と
が
見
え
て
い

る
。

　
　
　
会
　
員

住
所
変

池
田
源
太

石
田
善
人

江
上
波
夫

小
江
慶
雄

木
阪
　
登

北
川
三
郎

小
島
小
五
郎

鯖
田
豊
之

竹
松
定
雄

田
中
邦
芳

時
野
谷
勝

中
村
一
良

野
田
只
夫

馬
場
憲
三

東
伏
見
慈
治

福
尾
猛
市
郎

松
茸
　
信

御
手
洗
勝

寓
川
善
造

森
　
杉
夫

移
動
e

八
○
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